
入 札 の 注 意 事 項 

 
 

１．代表者等が入札される場合 

参加申込書の代表者名欄に記入した者以外の者が入札する場合は、入札当日に参加し、権限を

行使する者を参加申込書に記入ください。 

代表者等名で記入した入札書を社員等が持参して入札する場合は、持参者の本人確認を入札前 

に行います。  

① 本人確認ができる顔写真付公的書類（運転免許証等）を持参してください。 

② 持参していない場合、本人確認ができないため入札書の受領ができませんので御注意ください。 
 
２．代理人が入札される場合 

  代表者ではなく代理人が入札される場合は、委任状が必要です。 

代理人が入札される場合は、代理人の本人確認を 入札開始前に行います。 

なお、参加申込時に届出た代理人が急遽変更となる場合は、入札執行者に連絡の上、入札前ま

でに県指定様式の委任状（押印あり）を提出してください。 

 ① 代理人の本人確認ができる顔写真付公的書類（運転免許証等）を持参してください。  

② 次の場合、代理人の権限確認ができないため入札書の受領ができませんので御注意ください。  

・代表者もしくは届出のあった者以外が入札権限を行使するとき  

（県が指定した様式の委任状が入札前までに提出されている場合を除く） 

 ・代理人が本人確認書類を持参していないとき 
 
３．入札書について 

 ① 入札書は同封の「入札書」をＡ４サイズでコピーし、２部用意してください。 

   うち、１枚には金額を記入してください（第１回入札用）。 

      １枚には金額欄を未記入としてください（再入札用）。 

 ② どちらも、社印、代表者印（代理人が参加の場合は「代表者印」欄に代理人印）を押印してお

いてください。 

 ③ 入札金額は、予定件数に１件あたりの単価を乗じた金額（消費税及び地方消費税相当額を含

まない。）を記入してください。 

 ※ 社印、代表者印（代理人が参加の場合は「代理人印」）の押印がない入札書は無効となりま 

す。 

  ※ 入札金額を訂正した入札書は無効となります。 
 
４．見積書について 

  見積書は入札が不調となった場合に、希望者と協議を行う際に使用するものです。予め社印、代 

表者印を押印しておいてください。 

 また、入札時に誤って見積書を提出しないようご注意願います。 
 



５．消費税及び地方消費税（相当額）について 

  入札書・見積書には、消費税及び地方消費税（相当額）は記入しないでください。 

  ※ 消費税及び地方消費税（相当額）は契約の段階で加算します。 
 
 
※ 注） この注意事項はあくまでも入札希望者の便宜を図るために作成したものですので、各入札者 

においては、入札公告・入札説明書・仕様書等を熟読の上、必要書類の作成及び提出をしてく 

ださい。 


